
RMO ⼀般社団法⼈災害総合⽀援機構 第 8 回定期総会 記念講演 

“ 新型コロナウイルス感染症をなぜ 

「災害」と位置付けられなかったか ” 
 

2020 年 4 ⽉ 16 ⽇に新型コロナウイルス対策に『災害対応』を求める弁護⼠
有志の⽅々による「災害対策基本法等で国⺠の⽣命と⽣活を守る緊急提⾔」が
発表されました。 
この提⾔が実施されていれば過去⼆年弱にわたる対応とは異なる、迅速かつ有
効な対策が講じられ困窮者への有効な⽀援が⾏われていたのではと考えます。 

災害時に決まって⾔われる「想定外」あるいは「⼀つとして同じ災害は無
い」という⾒地からも災害時に柔軟で迅速な対応が求められています。今後
我々RMO の活動を考えて⾏くうえでも、弁護⼠有志の⽅々による提⾔は誠
に⽰唆に富んだものであり、またこのような優れた提⾔が必ずしも⾏政や社
会へ届かなかった背景や問題点をご教授いただき、専⾨家に何が期待されて
いるか、期待にどう応えられるか？ 皆様と議論したいと考えます。 

      

講  師  津久井 進  弁護⼠ 
⽇本弁護⼠連合会・災害復興⽀援委員会委員⻑ 

兵庫県弁護⼠会・会⻑（令和３年度） 

近畿災害対策まちづくり⽀援機構・事務局次⻑ 

関⻄学院⼤学災害復興制度研究所・研究員 

⼀般社団法⼈ 減災・復興⽀援機構・理事 

兵庫県震災復興研究センター・共同代表 

⼀⼈ひとりが⼤事にされる災害復興法をつくる会・共同代表 

                  

■講演会プログラム  
16：30〜18：00   講演・質疑応答、意⾒交換  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■主催：⼀般社団法⼈ 災害総合⽀援機構 http://rmo.or.jp/  
■⽇時：2021 年 11 ⽉ 12 ⽇（⾦）16：30〜18：00  
■場所：リモート（ZOOM）■CPD 申請中 ■参加費：無料  
■申込み：E-mail :miyajima@rmo.or.jp  FAX：03-3829-0147 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 


